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※審査実施要領より抜粋 

事務局審査基準等 

(１)審査項目 
①総合部門 
・以下の項目について，具体性(※１)や独自性(※２)の有無をもとに評価します。 

No 審査項目 
配点 

具体性(※１) 独自性(※２) 

１ 東日本大震災による犠牲者に対する追悼と

鎮魂の場としての工夫 

５点 ５点 

２ 自然との共生を慮り，防災への想いを新た

にする場としての工夫 

５点 ５点 

３ 地域の再興を実感しつつ，未来永劫の安寧

を祈る場としての工夫 

５点 ５点 

４ 市民のみならず市外の方も含めて，多くの

方が本公園の日常の利活用や維持管理に永

く関わり続ける場としての工夫 

10点 10 点 

※１：「具体性」とは，整備するもののデザインや，使い方が具体的に提案されているか

どうかという視点 

※２：「独自性」とは，気仙沼市または陣山の歴史や文化を踏まえた提案がされているか

どうかという視点（他の市町村ではなく気仙沼というまちの独自性をどのように捉

えているかという視点） 

 

②モニュメント部門 

・以下の項目に応じて，審査を行います。 

No 審査項目 配点 

１ 陣山の特徴をいかしつつ，祈りの場にふさわしいデザインとな

っているか 

20点 

２ 設置後の維持管理のしやすさを想定した提案となっているか 10点 

 
(２)点数評価方法 

・各審査項目における評価については，配点を満点とし，整数で点数評価を行います。 

・点数評価の考え方は以下の通りとします。 

＜１０点満点の場合＞ 

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 10点 
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